
受講料 ＆ 託児サービス利用料は 無料です。（実費分は除く）

職業訓練は、就職先の選択肢や可能性を広げ、働き方を変える絶

好の機会です。子育て中の方も安心して当センターの訓練が受講で

きるよう、周辺の託児施設と連携し、訓練受講中、お子さんを託児施

設に預けられる託児サービスを提供いたしております。

これまで子育てを理由に、スキルアップや興味のある仕事への就職

をあきらめていた方、まずはハローワークの訓練担当窓口にご相談く

ださい。

訓練期間は ６ヶ月（企業実習付きコースは７ヶ月）です。

※短時間訓練は４か月です。

１ “手に職をつける”ためのものづくり分野が中心
２ 基礎から学べるので初心者の方も安心
３ 就職対策セミナーなど就職支援も充実
４ 経済的負担が少ない

当センター訓練の４つの特長

✓託児サービスは、当センターが委託する託児
施設で行うため、託児施設へのお子さんの送迎
が必要となります。

✓託児施設は、なるべく当センター近隣の託児
施設を予定しています。

✓受入可能な託児施設が確保できない場合に
は、利用できないことがあります。予めご了承く
ださい。

✓託児サービスについてご不明な点は、当セン
ターまでお問い合わせください。

■お申込み対象者

職業訓練の受講(訓練見学会、訓練受講、入所選考の日）のため
託児サービスの利用が必要であると ハローワークが認めた方。

■申込方法

最寄りのハローワークにて、所定の申込書にご記入ください。
応募要件や、受講中に受給できる手当等もありますので、
併せてご確認ください。

■申し込み受理後の手続き

当センターより、お申込みいただいたご本人あてに、託児の可否に
ついて電話にてご連絡させていただきます。

厚生労働省所管

※雇用保険受給者は、訓練期間中、雇用保険が延長給付される制度がございます。
なお、場合によっては雇用保険の延長給付が出来ないケースもありますので、ハローワークでご確認ください。

お申込み方法等

託児サービスについて

お問い合わせ：訓練課 TEL028-621-0689 FAX028-622-9498
〒320-0072  栃木県宇都宮市若草1-4-23
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